
法律相談を開催しています
～個人では解決できない法律の問題や家庭問題等

お一人で悩んでいませんか？～
期　日：令和４年５月11日(水)
　　　　　　　　６月 ８日(水)〈毎月第２水曜日〉
時　間：午後２時から５時まで
場　所：つがる市社会福祉協議会「相談室」
料　金：無料※相談は予約が必要です。
※ また、都合により期日が変更になる場合
もありますので、事前にお問い合わせく
ださい。

【問い合わせ先】
　つがる市社会福祉協議会木造支所（電話42-4660）

社協の情報コーナーボランティア活動保険
　ボランティア活動中のさまざまな事故によるケガや損
害賠償を補償する保険です。
【対象となる活動】
　 　無償のボランティア活動
【対象とならない活動】
　 　ボランティア活動以外の目的でつくられた団体・企
業等の営利事業の一環としての活動、海難救助等の活
動は対象外となります。

【保険料（掛金）】
　　基本プラン　350円
　　天災・地震保障プラン　500円
　　特定感染症重点プラン　550円
【補償内容】
　 　傷害事故：死亡、後遺障害、入院、手術、通院の保険金、
特定感染症の補償

　　賠償事故：対人・対物の賠償（自動車事故は除く。）
【補償期間】
　　加入日翌日から令和５年３月31日まで
【加入・お問い合わせ先】
　 　詳しい内容やお申し込みについては、つがる市社会
福祉協議会各支所までお問い合わせください。

お楽しみミニ湯治の会からのお知らせ
　木造地区では、おおむね65才以上の方
を対象にした無料入浴日を月２回開催して
いますので、参加をお待ちしております。

【場　所】　しゃこちゃん温泉
〇送迎バスは今までどおり運行しています。
〇バスを利用しない場合の入浴は正午までとなります。

５月 対象地区
11日(水) 25日(水) 木造地区・越水地区・出来島地区
12日(木) 26日(木) 館岡地区・川除地区
13日(金) 27日(金) 出精地区・柴田地区

６月 対象地区
 8日(水) 22日(水) 木造地区・越水地区・出来島地区
 9日(木) 23日(木) 館岡地区・川除地区
10日(金) 24日(金) 出精地区・柴田地区

【問い合わせ先】つがる市社会福祉協議会
　　　　　　　　木造支所（電話42-4660）

サロン活動はじめませんか
　サロンとは、地域住民が気軽に集い交流する場です。
地域の「仲間づくり」「出会いの場づくり」「健康づくり」
をするための活動です。定期的に集まることで顔なじ
みの輪を広げ、いきいきとした楽しい生活を送ること
を目的としています。
・興味はあるけど、何をしたらいいの？
・サロンについてもっと詳しく知りたい！　
　つがる市社会福祉協議会では地
域の活動の支援を行っています。
詳しい内容については、つがる市
社会福祉協議会各支所にお問い合
わせください。

　つがる市生活相談支援センター
　・生活に困っているけど、どこに相談したらいいの・・・
　・なかなか仕事がみつからない・・・　　　　　　　　　　　　■相談は無料
　・仕事を辞めて家賃が払えない、住む家がない・・・　　　　　■秘密は厳守
　・生活保護の申請を考えている・・・
　生活やお仕事などで、悩んでいることはありませんか？
　つがる市生活相談支援センターでは、地域のみなさんが抱えている生活問題等を解決できるように支援していきます。
生活の不安や悩みごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
問い合わせ先：つがる市生活相談支援センター（つがる市社会福祉協議会内）
　　　　　　　電話0173–42–5678（直通）　開設日：月～金（祝日を除く）８:30～17:00

令和４年４月令和４年４月
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